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一
は
じ
め
に
Ｉ
間
題
の
所
在

そ
れ
ば
、
は
じ
め
、
「
金
脈
問
題
」
と
よ
ば
れ
た
。
雪

深
い
〈
裏
〉
日
本
出
身
の
学
歴
も
な
い
政
治
家
が
、
「
今

太
閤
」
と
も
て
は
や
さ
れ
て
総
理
大
臣
に
ま
で
の
ぼ
り
つ

め
、
や
が
て
そ
の
錬
金
術
を
あ
ば
か
れ
て
、
世
論
の
包
囲

の
な
か
で
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
「
私
は
い
ず
れ
真

実
を
明
ら
か
に
し
て
、
国
民
の
理
解
を
得
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
言
い
残
し
て
。
し
か
し
、
こ
の

公
約
ば
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
序
曲
か
ら

一
年
余
り
》
で
、
海
の
向
こ
う
か
ら
衝
撃
が
や
っ
て
き
た
。

そ
れ
典
牛
勢
「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
』
と
よ
ば
れ
、
「
疑
獄
」

と
も
『
構
造
汚
職
」
と
も
名
付
け
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、

ト
読
辨
罐
亭
鑑
職
饗
溌
説
畿
御
鶴

「
全
国
震
を
侭
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」
た
ち
多
数
が

登
場
し
、
戦
後
日
本
の
経
済
大
国
化
を
支
え
た
有
力
大
企

業
の
幹
部
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
陰
で
利
権
を
漁
っ

て
き
た
ダ
ー
テ
ィ
ー
な
大
ボ
ス
・
小
ボ
ス
た
ち
の
名
ま
で

あ
が
り
、
世
論
の
批
判
と
好
奇
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
た
。

「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
」
ま
た
は
「
疑
獄
」
は
、
日
米
軍

事
同
盟
や
高
度
成
長
政
治
の
裏
面
全
体
に
広
が
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
た
が
、
一
九
七
六
年
七
月
二
六
日
の
、
田
中

角
栄
前
首
相
の
逮
捕
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
「
ロ
ッ
キ
ー
ド

裁
判
」
へ
と
位
相
を
転
換
し
て
い
く
。
前
首
相
が
首
相
在

任
中
の
受
託
収
賄
罪
で
起
訴
さ
れ
た
こ
と
で
、
「
主
権

者
」
た
る
国
民
は
、
〈
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
ｌ
丸
紅
ｌ
全
日

空
〉
や
〈
新
温
一
反
ｌ
目
白
１
永
田
町
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
〈
ア
メ
リ
ヵ

ー
日
本
Ｉ
東
南
ア
ジ
ア
〉
を
含
む
「
金
脈
」
の
構
造
的
広

が
り
と
、
「
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
一
部
の
奉
仕
者
で

は
な
い
」
は
ず
の
官
界
に
及
夢
深
ま
り
ま
で
は
、
追
及
し

続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
迄
《
そ
し
て
、
そ
の
後
の

「
裁
判
」
と
併
行
す
石
政
治
過
程
は
、
公
判
と
選
挙
が
あ

る
毎
に
国
民
に
「
事
緯
』
を
そ
の
つ
ど
思
い
出
さ
せ
た
と

一
橋
大
学
 
加
藤
哲
郎

は
い
え
 
「
国
権
の
最
高
機
関
」
た
る
国
会
が
被
告
人
と

な
っ
た
元
首
相
へ
の
態
度
で
揺
れ
る
局
面
か
ら
、
当
の
被

告
人
が
国
会
を
動
か
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
実
質
的
決
定

権
を
握
り
、
「
闇
将
軍
」
の
語
を
世
界
に
広
め
る
に
い
た

る
局
面
へ
と
、
転
移
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
八
三
年
一
○
月
一
二
日
の
懲
役
四
年
追

徴
金
五
億
円
の
一
審
有
罪
「
判
決
」
も
、
い
ま
や
犯
罪
者

と
公
認
さ
れ
な
が
ら
、
「
最
高
裁
ま
で
あ
る
」
と
う
そ
ぶ

く
「
闇
将
軍
」
の
権
力
を
、
追
い
つ
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
実
刑
判
決
に
対
す
る
元
首
相
の
回
答
は
、
「
内

閣
総
理
大
臣
の
職
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
名
誉
と

権
威
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
今
後
も
不
退
転
の
決
意
で
闘

い
抜
く
」
「
わ
が
国
の
民
主
主
義
を
守
り
、
政
治
の
暗
黒

を
招
か
鮭
い
た
あ
拒
も
《
し
卜
渉
も
引
く
こ
と
な
く
前
進
を

続
け
る
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
．
１
師
一
モ
ア
で
あ
っ
た
・
政

権
党
内
最
大
派
騒
の
篭
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と
し
て
勾
一
そ
の
足
も
と
は
か
な

り
揺
ら
い
で
萱
酒
い
る
患
の
輿
峰
《
筐
の
犯
罪
者
は
、
な
ぜ
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か
学
墾
た
蟻
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竃
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誰
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ト
ッ
プ
に
名

を
連
ら
ね
へ
手
恥
今
で
も
急
わ
か
つ
淀
」
「
よ
つ
し
や
」
を
く

一
・
．
一
蕊
璽

二
奇
口
馬

可
煮
ユ
』

5

三

191

ｰ

特集．ロッキード田中裁判と日本の民主主義

琴 ,

、

言

。



４
‐
９
唖

０
４
弾

研
 

彦
壼』

》

一





Ｔ
ｑ
６
Ｔ
ら
Ｊ
Ｉ
ｌ

一
は
じ
め
に
ｌ
問
題
の
所
在

そ
れ
は
、
は
じ
め
、
「
金
脈
問
題
」
と
よ
ば
れ
た
。
雪

深
い
〈
裏
〉
日
本
出
身
の
学
歴
も
な
い
政
治
家
が
、
「
今

太
閤
」
と
も
て
は
や
さ
れ
て
総
理
大
臣
に
ま
で
の
ぼ
り
つ

め
、
や
が
て
そ
の
錬
金
術
を
あ
ば
か
れ
て
、
世
論
の
包
囲

の
な
か
で
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
「
私
は
い
ず
れ
真

実
を
明
ら
か
に
し
て
、
国
民
の
理
解
を
得
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
言
い
残
し
て
。
し
か
し
、
こ
の

公
約
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
序
曲
か
ら

一
年
余
り
で
、
海
の
向
こ
う
か
ら
衝
撃
が
や
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
《
「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
」
と
よ
ば
れ
、
「
疑
獄
」

と
も
『
構
造
汚
職
」
と
も
名
付
け
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、

「
金
脈
問
題
」
で
追
わ
れ
た
前
首
相
の
み
な
ら
ず
、
複
数

の
元
首
擬
寂
当
時
の
政
権
党
幹
事
長
で
今
日
の
首
相
な
ど

「
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
」

空
〉
や
〈
新

を
詳
し
く
知

ｌ
日
本
ｌ
東

が
り
と
、

は
な
い
」

続
け
る
こ
、
と
が
で
き
な
か
つ

「
裁
判
」
と
併
行
す
る
政
治
過
程
は
、

た
ち
多
数
が
｝
 
る
毎
に
国
民 「

全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ

は
ず
の
官
界
に
及
ぶ
深
ま
り
ま
で
は
、

た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の

‐
‐
‐
心
４
．

過
程
は
、
公
判
と
選
挙
が
あ

は
い
え
、
「
国
権
の
最
高
機
関
」
た
る
国
会
が
被
告
人
と

な
っ
た
元
首
相
へ
の
態
度
で
揺
れ
る
局
面
か
ら
、
当
の
被

告
人
が
国
会
を
動
か
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
実
質
的
決
定

権
を
握
り
、
「
闇
将
軍
」
の
語
を
世
界
に
広
め
る
に
い
た

る
局
面
へ
と
、
転
移
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
八
三
年
一
○
月
一
二
日
の
懲
役
四
年
追

徴
金
五
億
円
の
一
審
有
罪
「
判
決
」
も
、
い
ま
や
犯
罪
者

と
公
認
さ
れ
な
が
ら
、
「
最
高
裁
ま
で
あ
る
」
と
う
そ
ぶ

く
「
闇
将
軍
」
の
権
力
を
、
追
い
つ
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
実
刑
判
決
に
対
す
る
元
首
相
の
回
答
は
、
‐「
内

閣
総
理
大
臣
の
職
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
名
誉
と

権
威
を
守
り
抜
く
た
め
に
、
今
後
も
不
退
転
の
決
意
で
闘

い
抜
く
」
「
わ
が
国
の
民
主
主
義
を
守
り
、
政
治
の

を
招
か
な
い
た
め
に
過
＃
一
》
歩
も
引
く
こ
と
な
く
前

続
け
る
」
と
い
う
ヅ
ラ
ッ
ク
サ
ュ
ー
モ
ア
で
あ
っ
た

権
党
内
最
大
派
閥
の
ボ
ス
と
し
て
、
そ
の
足
も
と
は

‐
＃

ｑ

宮

司

り
揺
ら
い
で
き
種
》
い
る
も
の
の
、
￥
ど
の
犯
罪
者
は
、

か
学
生
た
ち
の
君
最
も
尊
敬
す
喜
入
物
」
の
ト
ッ
プ

を
連
ら
ね
尋
今
で
も
》
「
弱
か
っ
た
」
／
「
よ
つ
し
や
」

く
こ
と
な
く
前
進
を

そ
の
足
も
と
は
か
な

１
１
１
・
ｊ
Ｉ
１

一
橋
大
学
 
加
藤
哲
郎

■
・
言
呂
三
ミ
ニ
呂
二
目
二
・
・
口
二
言
。
吾
呂
二
三
二
呂
琶
・
・
弓
三
・
主
宰
二
一
員
二
・
●
二
・
卓
。
ロ
一
己
弓
一
言
二
一
旨
こ
呂
宅
・
“二
一
言
ニ
ー
ョ
ヨ
叩
引
劃
冒
ニ
ラ
の
二
三
句
二
言
二
一
且
二
・
Ｆ
こ
こ
．
“二
・
二
二
言
二
呂
二
雲
二
三
三
二
冒
一
二
言
言
呂
ニ
ワ
学
ご
岳
ご
言
胃
二
言
二
呂
二
昌
二
呂
声
言
一
言
二
・
二

登
場
し
、
戦
後
日
本
の
経
済
大
国
化
を
支
え
た
有
力
大
企

業
の
幹
部
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
陰
で
利
権
を
漁
っ

て
き
た
ダ
‐テ
ィ
ー
な
大
ボ
ス
・
小
ボ
ス
た
ち
の
名
ま
で

あ
が
り
、
世
論
の
批
判
と
好
奇
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
た
。

「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
」
ま
た
は
「
疑
獄
」
は
、
日
米
軍

事
同
盟
や
高
度
成
長
政
治
の
裏
面
全
体
に
広
が
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
た
が
、
》
一
｛
九
七
六
年
七
月
二
六
日
の
、
田
中

角
栄
前
首
相
の
逮
捕
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
 
言
ツ
キ
ー
ド

裁
判
」
へ
と
位
相
を
転
換
し
て
い
く
。
前
首
相
が
首
相
在

任
中
の
受
託
収
賄
罪
で
起
訴
さ
れ
た
こ
と
で
、
「
主
権

者
」
た
る
国
民
は
、
〈
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
ｌ
丸
紅
ｌ
全
日

空
〉
や
〈
新
潟
三
区
ｌ
目
白
ｌ
永
田
町
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
〈
ア
メ
リ
カ

南
ア
ジ
ア
〉
を
含
む
「
金
脈
」
の
構
造
的
広

全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
一
部
の
奉
仕
者
で

ず
の
官
界
に
及
ぶ
深
ま
り
ま
で
は
、
追
及
し

に
二
‐事
件
」
“を
そ
の
つ
ど
思
い
出
さ
せ
た
と

方
の
お
そ
ば
に
侍
っ
て
さ
さ
や
か
な
お
手
伝
い
 
す
。

ｑ

副

壷

‐
ｑ

・

ｐ

ｊ

４

‐
１

ど
劃
弓
可
『
呂
・
・
含
量
『
一
』
己
呂
ご
・
二
』
二
二
・
二
房
二
二
壱
二
』
・
二
男
二
三
二
一
『
凸
『
ざ
一
三
二
旨
二
皇
二
一
三
■
言
宕
・
二
目
ご
ロ
ー
呈
二
一
目
『
言
二
三
一
竜
二
二
二
二
二
一
画
宕
言
『
言
弓
・
二
号
二
・
二
『
言
二
弓
】
言
二
目
二
・
二
二
二
一
菖
一
】
二
一
ａ
ご
星
』
呂
己
時
二
一
言
言
三
三
・
二
二
一
冒
二
』
二

ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
の
構
造

‐
３
‐
胃
月
毎
１
月
■
『
‐
１
『
５
４
Ⅱ
４
畢
切
山
’
も
‐
’
寸
剖
■
‐
印
当
山
９
０
Ⅵ
。
Ｔ
申
出
１
月
■
ｊ
１
ｑ

‐
ｂ
“
一
一
宮
■

骸

昨

．

藍

『

Ⅷ

叩

宙

ｋ

陪
劃

純

頷

け

昏

一

要
塞
蟹
誌
悪
騒
岸
畿
驍
型
監
麗
謬
誠
適
狸

室
畢
課
鐸
騒

暗
黒

’

Z

垂

191

¥”例′ ●

函 1 ．

職 : ’
濤‘;2厚 蕊

芳

I     f

,財|餌Hrj L 叩
茜や‘をh湛

早

Jゲ2F垂
，灘

%1,;灘
丹

を に な
く 名 ぜ

4㎡職蝕
脅 耳

○

政

厚認

「

i
』

、

5 特集・ロッキード田中裁判と日本の民主主義

、

】

1

M
剴

÷

1



叩
韮
》
、
．
ぷ
、
『
・
・
’．
『
抑
ハ
．
』
』
・
率
』
‐一
》
ｑ
、
坐
’‐』
罪
・
町
七
尾
 
．
・
・
一

二
日
一
ｂ
都
心
副
》
「
“‐ 

ｐ
‐・
‐宮
‐ 

宮
冒
冒
‐、
■
ｈ
 

‐

斗
一
●
一
叩
群
一
命
》
串
叶
鞭
〃
峠
一
斗
『
硫
一
《
咄
弘
》
》
詐
鋳
詐
小
一
一
一
狐
年
や
榊
季
、
ゞ
ゞ
恥
・
一
、
柵
＃
一
‐
怠
‐

篭
謹
礁
為
遼
蕊
鍵
》
必
手
”《
＃

斌
鰹
騒
面
で
曜
登
国
震
謹
権
溌
機
能
趣
全

作
用
を
持
つ
が
庭
港
見
え
た
母
保
守

嬉
蕃
舟
〆
７

挙
溌
常
皇
俸
う
と
朧
い
え
、
；
国
民
世
論
が

と
い
う
点
で
は
、
造
船
疑
獄
に
よ
る
吉
田

争
に
よ
る
岸
内
閣
と
共
に
、
田
中
内
閣
の

崩
壊
は
画
期
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
事
件
」
発
覚
直

後
の
￥
マ
ス
ュ
ミ
と
国
会
に
も
、
世
論
を
。
ハ
ッ
ク
に
真
相
を

解
明
し
よ
う
と
い
う
、
民
主
主
義
へ
の
期
待
を
持
た
せ
る

熱
気
が
あ
っ
た
。
戦
後
高
度
成
長
の
産
物
で
あ
る
国
会
テ

レ
ビ
中
継
が
、
多
分
に
演
技
と
し
て
の
政
治
の
様
式
を
伴

う
と
は
い
え
、
国
民
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
、
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
長
く
は
続
か
な
か
っ

た
。
「
事
件
」
が
司
法
に
委
ね
ら
れ
て
、
政
治
が
自
己
革
新

を
は
た
せ
な
い
ま
ま
、
「
判
決
」
に
い
た
り
、
今
日
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
司
法
の
無
力
で
は
決
し
て
な
い
。
田
中
へ

の
判
決
文
が
「
病
理
的
」
と
の
べ
た
よ
う
に
、
政
治
へ
の

警
鐘
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
む
し
ろ
、
政
治
の
無
責
任
で

あ
り
、
理
念
な
き
政
治
の
側
に
あ
る
。
 

「
事
件
」
発
覚
の
直
後
に
、
本
多
勝
一
は
「
ロ
ッ
キ
ー

ド
疑
獄
は
戦
後
日
本
の
政
治
の
縮
図
で
あ
る
」
と
書
い
て

い
た
。
そ
れ
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
‐「
事
件
」
か
ら
「
裁

判
」
「
判
決
」
に
い
た
る
経
過
も
、
七
○
年
代
以
降
の
わ

が
国
政
治
の
歩
み
を
縮
図
的
に
示
し
て
い
る
。
｜
い
わ
ば

吾
ツ
キ
ー
ド
問
題
」
は
、
こ
の
四
○
年
の
政
治
的
力
関

係
、
ヘ
ゲ
モ
’−
１
の
問
題
を
、
複
合
的
に
凝
集
し
て
い
る

「
事
件
」
そ
の
も
の
が
、
戦
後
史
の
縮
図
で
あ
っ
た
。

す
で
に
多
く
が
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
七
二
年
一

月
の
ニ
ク
ソ
ン
・
佐
藤
会
談
、
同
年
八
月
末
の
一
一
ク
ソ
ン

・
田
中
会
談
が
、
こ
の
事
件
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
位
置

し
て
い
た
。
資
本
主
義
世
界
第
一
、
第
二
の
経
済
大
国
の

「
公
式
」
の
ト
ッ
プ
会
談
の
さ
い
に
、
「
私
」
企
業
の
利

権
に
か
か
わ
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
話
し
あ
わ
れ
る
と
い
う
の

は
、
一
見
奇
妙
な
構
図
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
っ
た
。

戦
後
資
本
主
義
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
反

共
核
軍
事
同
盟
と
帝
国
主
義
経
済
同
盟
に
よ
り
支
え
ら
れ

て
き
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
国
際
経
済
機
構

は
、
ド
ル
の
力
に
支
え
ら
れ
て
戦
後
資
本
主
義
に
長
期
の

経
済
成
長
を
保
証
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
日
米
安
保
、
Ａ
Ｎ
Ｚ

Ｕ
Ｓ
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
の
も
と
に
あ
る
軍
事

同
盟
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
傘
下
各
国
の
主
権
を
多
か
れ

少
な
か
れ
制
限
し
な
が
ら
、
現
存
社
会
主
義
圏
や
第
三
世

界
と
対
抗
し
、
帝
国
主
義
同
盟
全
体
の
権
益
を
擁
護
し
て

き
た
。
「
事
件
」
の
起
こ
っ
た
の
は
、
こ
の
体
制
全
体
の

動
揺
・
再
編
期
だ
っ
た
。
一
九
七
二
年
が
、
こ
の
「
事

件
」
の
山
場
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
敗
色
濃

く
、
前
年
の
金
Ⅱ
ド
ル
交
換
停
止
も
ド
ル
危
機
の
進
行
を

お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
度
の
日
米
ト
ッ
プ
会
談
の

実
質
的
主
題
は
、
貿
易
不
均
衡
の
調
整
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
多
国
籍
企
業
は
、
ド
ル
流
出
の
元
凶
と
し
て

帝
国
主
義
同
盟
体
制
内
で
の
ア
メ
リ
カ
の
相
対
的
地
位

低
下
の
一
要
因
で
あ
る
と
と
も
に
、
核
軍
事
同
盟
と
Ｃ
Ｉ

Ａ
な
し
に
は
膨
張
で
き
な
い
寄
生
的
資
本
で
あ
り
、
援
助

や
軍
需
を
通
じ
て
国
家
に
密
着
す
る
軍
産
複
合
体
の
中
核

で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
は
、
国
防
総
省
発
注
ト
ッ
プ

の
「
死
の
商
人
」
で
あ
り
ご
世
界
中
に
利
権
と
腐
敗
の
温

床
を
ま
き
ち
ら
し
て
お
り
、
．
“ア
メ
リ
カ
上
院
外
交
委
員
会

多
国
籍
企
業
小
委
員
会
公
聴
会
で
は
、
ゞ
日
本
ば
か
り
で
な

く
、
西
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ギ
リ
シ
ャ
、

ト
ル
コ
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
諸
国
で
、
政
府
高
官
や
有
力

政
治
家
に
報
酬
・
手
数
料
の
名
目
で
巨
額
の
賄
賂
を
支
払

っ
て
い
た
こ
と
を
、
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
証
言
し
た
。
田

中
へ
の
五
億
円
や
児
玉
誉
士
夫
へ
の
一
九
億
円
の
大
部
分

も
、
こ
れ
ら
の
一
環
で
あ
り
、
：
オ
ラ
ン
ダ
で
は
女
王
の
夫

君
の
名
前
ま
で
出
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ロ
ッ
キ
ー
ド

社
の
喚
問
自
体
、
ウ
オ
ー
タ
ｒ
ゲ
ー
ト
事
件
の
副
産
物
で

あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ス
ト
・
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
戦
略
再

編
を
め
ぐ
る
支
配
層
内
部
の
対
立
を
背
景
に
し
て
い
た
。

上
院
外
交
委
員
会
で
の
多
国
籍
企
業
小
委
員
会
の
設
置
は

チ
リ
で
の
Ｉ
Ｔ
Ｔ
と
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
活
動
を
め
ぐ
る
疑
惑
か
ら

始
ま
っ
た
。
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
喚
問
の
直
接
の
契
機
も
、
ウ

ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
解
明
過
程
で
、
ニ

ク
ソ
ン
再
選
委
員
会
へ
の
違
法
政
治
献
金
と
贈
賄
を
告
発

さ
れ
た
戦
闘
機
メ
ー
カ
ー
・
ノ
ー
ス
？
ツ
プ
社
が
、
「
わ

れ
わ
れ
は
ロ
ッ
キ
ー
ド
の
真
似
を
し
た
だ
け
だ
」
と
開
き

直
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
公
聴
会
冒
頭
で
チ
ャ
ー
チ
委
員
長

は
、
「
イ
タ
リ
ア
の
政
党
と
閣
僚
に
対
し
て
数
百
万
ド
ル

の
政
治
献
金
を
し
た
の
は
エ
ク
ソ
ン
や
Ｃ
Ｉ
Ａ
だ
け
で
は

な
か
っ
た
こ
と
も
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。
こ
れ
ら
献
金
は

イ
タ
リ
ア
共
産
党
に
汚
職
と
い
う
選
挙
で
の
絶
対
の
争
点
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咽
日
曲
可
や
ｊ
『
１
叫
旦
、
判
可
ｆ
門
１
９
１
羽
ｆ
咽
Ⅷ
１
哩
叩
叩
刊
『
幻
■
４
１
匹
３
９
４
口
ｑ
押
日
Ｎ
ｄ
１
０
ｌ・
Ｉ
ｋ
ｒ
；
４
１
１
１
４
割
１
９
４
１
測
判
Ｉ
刊
１
１
Ｊ
１
３
１
舟
３
４
刻
刈
Ｊ
１

を
提
供
し
た
も
の
で
し
た
。
ま
た
中
で
も
も
っ
と
も
問
題

な
の
は
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
が
長
年
に
わ
た
り
日
本
で
軍
国

主
義
的
極
右
政
治
勢
力
の
著
名
な
指
導
者
を
代
理
人
と
し

て
雇
い
、
過
去
数
年
間
、
報
酬
や
手
数
料
と
し
て
数
百
万

ド
ル
を
こ
の
人
物
に
支
払
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述

べ
て
、
資
本
主
義
体
制
維
持
の
た
め
の
恥
部
切
開
で
あ
る

こ
と
を
明
言
し
た
。
日
本
国
民
が
初
め
て
「
事
件
」
を
知

り
え
た
の
は
こ
う
し
た
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
「
事
件
」
は
、
戦
後
帝
国
主
義
体
制
の
危

機
と
再
編
の
過
程
に
起
こ
り
表
面
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

ロ
ッ
キ
ー
ド
社
の
体
質
建
 
戦
後
帝
国
主
義
の
従
属
的
同

盟
・
新
植
民
地
体
制
構
築
に
よ
り
は
ぐ
く
ま
れ
た
も
の

で
、
多
国
籍
企
業
や
軍
需
産
業
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
「
日
本
株
式
会
社
」
に
も
無
縁
で
は
な

く
、
実
際
エ
ア
。
ハ
ス
商
戦
で
は
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
Ⅱ
丸
紅
ば

か
り
で
な
く
、
ダ
グ
ラ
ス
Ⅱ
三
井
物
産
、
ボ
ー
イ
ン
グ
Ⅱ

日
商
岩
井
が
賄
賂
合
戦
を
展
開
し
て
い
た
。
〃
そ
し
て
、

「
デ
タ
ン
ト
」
か
ら
「
新
冷
戦
」
へ
の
そ
の
後
の
再
転
換

の
も
と
で
、
核
戦
争
の
危
機
と
深
刻
な
南
北
問
題
に
乗
じ

た
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
的
勢
力
が
、
世
界
中
で
息
を
ふ
き
か
え

し
て
き
て
い
る
。

三
 
「
成
長
政
治
」
が

〕
一
産
み
だ
し
た
金
権
万
能
主
義

七
二
年
夏
の
弁
ワ
娘
会
談
に
あ
た
っ
て
、
ニ
ク
ソ
ン
は

堂
天
質
敞
今
士
竪
侭
晨
易
オ
‐拡
復
グ
ー
訳
翌
て
炭
》
犬

ア
メ
リ
カ
多
国
籍
企
業
は
、
ド
ル
流
出
の
元
凶
と
し
て

力
力
》
丈
と
と
恥
輝

イ
タ
リ
ア
共
産
党
に
汚
腰

政
治
家
の
も
た
れ
あ
い
に
よ
る
や
公
金
私
消
体
制
だ
つ

た
。
日
本
型
「
成
長
政
治
」
は
、
六
○
年
安
保
闘
争
の
の

ち
、
池
田
内
閣
の
「
所
得
倍
増
計
画
」
か
ら
本
格
化
す

る
。
大
企
業
労
働
者
を
企
業
内
部
で
管
理
・
統
合
し
、
地

域
開
発
と
補
助
金
で
農
村
保
守
の
票
と
利
益
の
交
換
構
造

を
定
着
さ
せ
、
そ
の
各
環
節
に
政
治
家
と
大
企
業
の
政
治

資
金
Ⅱ
企
業
利
益
の
媒
介
構
造
を
、
つ
く
っ
て
き
た
。

無
論
、
金
権
・
腐
敗
は
、
戦
後
の
出
発
と
と
も
に
象
ら

れ
た
。
戦
争
に
協
力
し
て
き
た
保
守
政
党
の
再
出
発
自
体

が
、
怪
し
げ
な
資
金
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦

犯
右
翼
児
玉
の
影
は
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
見
え
隠
れ
し
て
い

た
。
田
中
角
栄
は
炭
鉱
国
管
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
し
、
佐

藤
栄
作
、
池
田
勇
人
は
造
船
疑
獄
で
登
場
し
た
。
岸
信
介

は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
台
湾
・
韓
国
へ
と
国
際
的
に
利
権
を

求
め
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
社
の
名
前
自
体
、
第
一
次
Ｆ
Ｘ
戦
争

で
の
グ
ラ
マ
ン
と
の
競
争
で
、
疑
惑
の
渦
中
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
意
味
で
は
、
「
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
」
は
、
占
領

期
か
ら
の
、
い
や
戦
前
か
ら
の
、
黒
い
系
譜
を
ひ
き
ず
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
五
二
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
Ⅱ
日
米
安
保
条
約
発
効
、
五
五
年
の
保
守
合
同
と
経

済
成
長
始
動
は
、
個
々
の
政
治
家
と
特
定
の
企
業
で
は
な

く
、
国
家
権
力
と
経
済
体
制
と
の
関
係
そ
れ
自
体
の
中

に
、
よ
り
効
率
的
で
よ
り
近
代
的
な
も
た
れ
あ
い
の
構
造

を
う
み
だ
し
た
。
一
九
五
六
年
一
月
の
「
経
済
再
建
懇
談

会
］
設
立
雁
あ
た
っ
て
膿
瀧
謁
個
別
企
業
と
各
政
党
、
政

治
家
と
の
隠
微
な
結
び
つ
き
は
、
造
船
疑
獄
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
疑
惑
と
腐
敗
菱
生
み
や
す
い
。
も
は
や
公
然
と

総
資
本
と
保
守
単
一
政
党
と
の
。
〈
イ
ブ
を
通
ず
る
こ
と
に

聖
う
て
、
‐経
済
再
建
の
だ
あ
⑫
強
力
政
治
を
推
進
し
麺
政

局
の
安
定
を
は
か
る
く
善
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
た

弧
邨
酩
》
師
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的
「
成
長
政
治
」
が
行
き
詰
ま
っ
て
く
る
過
程
で
、
つ
く

り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
さ
い
、
表
舞
台
で
の

近
代
的
政
財
官
体
制
確
立
Ⅱ
「
金
権
万
能
」
利
益
政
治
化

脈
」
を
突
か
れ
て
退
陣
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
政
治
過

程
で
の
田
中
内
閣
は
、
池
田
・
佐
藤
と
続
い
た
『
成
長
政

治
」
の
最
後
と
な
る
が
、
国
際
環
境
と
社
会
構
造
の
方
か

ら
は
「
二
一
世
紀
へ
の
政
治
理
念
」
や
「
文
化
の
時
代
」

を
語
り
う
る
政
治
指
導
者
が
要
請
さ
れ
る
、
段
階
に
入
っ

て
い
た
。
一
九
七
四
年
に
設
立
さ
れ
た
官
民
合
同
シ
ン
ク

タ
ン
ク
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
（
総
合
研
究
開
発
機
構
）
は
、
発
足
当

初
か
ら
「
二
一
世
紀
へ
の
課
題
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
が
、

そ
こ
で
は
、
「
国
際
社
会
の
多
極
化
・
相
互
依
存
・
南
の
台

頭
」
の
も
と
で
の
、
「
成
長
鈍
化
」
「
知
識
集
約
産
業
化
」

「
技
術
開
発
」
「
環
境
重
視
」
「
連
合
政
治
」
「
参
加

社
会
」
「
地
域
分
権
」
「
高
齢
化
・
福
祉
社
会
」
「
高
学

歴
・
情
報
社
会
」
「
余
暇
時
代
・
価
値
観
の
多
様
化
」
な

ど
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
構
想
は
、
一
方

で
の
伝
統
保
守
Ⅱ
明
文
改
憲
・
自
主
防
衛
派
と
他
方
で
の

新
自
由
主
義
Ⅱ
財
政
再
建
・
「
小
さ
な
政
府
」
派
の
バ
イ

ア
ス
を
か
け
ら
れ
て
、
大
平
内
閣
の
も
と
で
の
政
策
研
究

会
報
告
な
ど
に
よ
り
、
国
際
国
家
化
、
技
術
立
国
、
総
合

安
全
保
障
、
都
市
再
開
発
へ
と
戦
略
化
さ
れ
、
「
臨
調
行

革
」
や
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
に
も
入
っ
て
い
く
。

田
中
角
栄
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
「
先
進
国
型
」

国
家
再
編
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
適
合
的
な
政
治
指
導
者

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
少
く
と
も
一
九
七
六
年
の
激
動

の
な
か
で
は
、
切
り
捨
て
ら
れ
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
当

時
の
財
界
・
官
僚
の
発
言
に
は
、
自
由
主
義
体
制
Ⅱ
資
本

主
義
体
制
を
守
る
た
め
の
政
治
の
脱
皮
を
期
待
す
る
も
の

が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
田
中
逮
捕
は
、

「
日
本
の
民
主
主
義
の
勝
利
」
で
も
「
検
察
の
英
断
」
で

も
な
く
？
体
制
的
問
題
の
刑
事
「
事
件
」
へ
の
倭
小
化
へ
‐

政
治
的
構
造
改
革
か
ら
司
法
的
「
裁
判
」
へ
の
逃
避
で
あ

あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
自
己
の
利
権
に
く
み
こ
む
こ
と

が
、
田
中
の
計
算
で
あ
っ
た
。
会
談
か
ら
わ
ず
か
二
カ
月

で
、
Ｐ
Ｘ
Ｌ
国
産
化
は
白
紙
還
元
さ
れ
、
全
日
空
は
ト
ラ

閣
淵
淵
認
側
：
翻
舟
…
劃
国
司
瑠
増
§謝
墹

っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ツ
ク
を
機
に
、
高

度
成
長
時
代
か
ら
「
安
定
」
成
長
時
代
へ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

・
チ
ェ
ン
ジ
を
準
備
し
構
想
し
て
き
た
支
配
層
総
体
に
と

っ
て
の
「
ト
カ
ゲ
の
尻
尾
切
り
」
で
あ
り
、
「
経
済
の
時

代
」
か
ら
「
文
化
の
時
代
」
へ
の
転
換
の
チ
ャ
ン
ス
で
さ

え
あ
っ
た
。
事
実
、
田
中
の
逮
捕
に
よ
り
、
国
民
の
憤
激

は
収
ま
っ
た
し
、
Ｐ
３
Ｃ
や
「
灰
色
高
官
」
へ
の
司
法
的

追
及
は
さ
け
ら
れ
た
。
深
い
政
治
不
信
が
残
さ
れ
た
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
民
党
へ
の
支
持
率
は
ほ
と
ん
ど
下
が

ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
後
は
復
調
に
転
ず
る
。
ゞ

五
田
中
復
権
を
許
し
た
構
造
と

「
裁
判
批
判
」
の
意
味

し
か
し
田
中
は
、
「
選
挙
の
洗
礼
」
を
う
け
て
政
界
に

生
き
残
っ
た
ば
か
り
か
、
自
民
党
を
離
れ
て
も
自
民
党
と

政
局
を
動
か
し
、
「
闇
将
軍
」
と
し
て
「
角
影
内
閣
」
を

継
続
さ
せ
た
。
自
民
党
の
金
権
体
質
も
、
「
国
民
協
会
」

を
「
国
民
政
治
協
会
」
に
改
組
し
、
総
裁
予
備
選
に
党
員

直
接
投
票
制
を
と
り
い
れ
た
と
は
い
え
、
基
本
的
に
変
化

し
て
い
な
い
。

田
中
の
政
治
的
延
命
の
直
接
の
根
拠
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
新
潟
三
区
越
山
会
に
み
ら
れ
る
「
た
と
え
田
中
先
生

が
五
億
円
も
ら
っ
た
と
し
て
も
私
利
私
欲
に
使
う
は
ず
が

な
い
」
と
い
う
、
恩
顧
主
義
的
な
地
元
利
益
Ⅱ
票
の
交
換

構
造
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
、
農
村
保
守
の
強
固
な
地
盤

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
田
中
は
、
議
員
で
あ

り
続
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
政
権
を
左
右
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
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教
育
で
の
へ
ゲ
モ
’一
−的
国
民
統
合
を
模
索
し
て
い
た
。

こ
の
意
味
で
は
、
田
中
の
「
列
島
改
造
」
は
、
六
○
年
代

型
の
時
代
錯
誤
な
暴
走
で
あ
り
、
事
実
、
田
中
は
「
金

伽

《

辮
認
職
錨
》
繩
識
嚥
．
《
雲
評
《
”尭
聿
＊
輝
郵

田
中
の
延
命
に
は
、
￥
日
本
型
《
「
成
長
政
治
」
の
産
物
で

あ
る
、
自
由
民
主
党
の
国
家
政
党
化
Ⅱ
支
配
機
構
と
し
て

の
制
度
化
が
、
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
高
度
成
長
時
代

に
確
立
す
る
財
界
・
官
僚
制
・
自
民
党
の
三
角
同
盟
に
よ

る
長
期
支
配
は
、
相
互
の
関
係
と
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
部
分

の
な
か
で
、
独
自
の
種
差
的
再
生
産
機
構
を
つ
く
り
だ
し

た
。
世
界
的
に
も
例
外
的
だ
が
、
日
本
の
「
成
長
政
治
」

は
自
民
党
一
党
が
独
占
的
に
支
配
し
、
政
権
交
替
は
な
か

っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
軍
産
複
合
体
を
バ
ッ
ク
に
民
主

・
共
和
両
党
が
政
治
的
争
点
抜
き
で
戦
争
Ⅱ
福
祉
国
家
の

ト
ッ
プ
を
分
け
あ
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
社
会
民
主
主

義
政
党
が
た
び
た
び
政
権
に
つ
い
て
「
連
合
政
治
」
と
福

祉
国
家
的
分
配
は
統
治
の
前
提
と
な
っ
た
。
日
本
で
は
、

成
長
利
益
が
民
間
再
投
資
に
ま
わ
っ
て
国
民
福
祉
は
最
低

限
に
お
さ
え
ら
れ
る
企
業
国
家
的
蓄
積
を
基
礎
に
、
野
党

は
政
権
に
近
づ
け
ず
、
田
中
の
国
会
対
策
に
み
ら
れ
た
よ

う
な
自
民
党
か
ら
の
お
こ
ぼ
れ
で
丸
め
こ
ま
れ
る
始
末

で
、
一
党
優
位
政
党
制
と
政
官
財
複
合
体
と
の
結
合
が
骨

化
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
自
民
党
が
利
益
媒
介
の
機
能
と

国
家
装
置
Ⅱ
利
益
配
分
機
構
と
し
て
の
機
能
を
政
治
的
に

独
占
す
る
と
い
う
、
利
益
集
団
的
国
家
政
党
化
が
進
ん

だ
。
そ
し
て
、
自
民
党
内
で
は
、
派
閥
と
そ
の
政
治
資
金

に
依
拠
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
選
挙
で
の
当
選
も
、
党
内

で
の
地
位
型
昇
芯
、
‐閣
僚
ポ
え
卜
の
配
分
に
あ
ず
か
る
こ

と
も
で
き
睡
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
制
度
化
し
た
。
財
界
・
政

界
の
高
齢
化
が
進
み
、
肥
大
化
し
た
官
僚
制
内
部
で
も
分

業
体
系
が
整
備
さ
れ
昇
進
コ
ー
ス
も
ル
ー
テ
ィ
ン
化
さ
れ

る
過
程
で
、
官
界
エ
ヅ
１
卜
の
中
途
か
ら
の
政
治
家
転
身

が
常
識
と
な
っ
た
。
財
界
で
も
、
財
界
団
体
．
資
本
系
列

・
産
業
別
で
の
役
割
分
担
が
固
定
し
、
政
治
献
金
負
担
区

■
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分
の
業
界
・
企
業
別
リ
ス
ト
も
で
き
あ
が
っ
た
。
政
界
・

財
界
・
官
界
の
間
で
は
、
自
民
党
政
調
会
Ⅱ
業
界
Ⅱ
管
轄

省
庁
の
相
互
依
存
ル
ー
ト
が
で
き
、
政
略
結
婚
ま
で
も
ち

い
た
支
配
エ
リ
ー
ト
の
人
釣
ネ
ツ
研
”郡
ク
稲
つ
耗
ら
れ

た
。
二
世
議
員
が
目
立
ち
は
じ
め
、
当
選
六
回
が
入
閣
資

格
と
し
て
定
着
し
、
派
閥
間
の
ポ
ス
ト
配
分
も
暗
黙
の
了

解
が
で
き
て
き
た
。
高
度
成
長
時
代
の
巨
大
な
国
家
的
支

配
Ⅱ
「
金
権
万
能
」
の
構
造
は
、
低
成
長
期
に
入
っ
て
構

造
転
換
を
迫
ら
れ
て
は
い
た
が
、
個
食
の
構
成
部
分
と
り

わ
け
自
民
党
政
治
家
は
、
時
代
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
ま
で

も
、
個
別
の
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
。
既
得
権

擁
護
に
も
金
が
か
か
り
、
し
か
し
、
国
家
財
政
は
も
は
や

膨
張
を
許
さ
れ
な
い
時
代
に
入
っ
て
い
た
○
田
中
は
、
こ

の
間
隙
に
つ
け
こ
ん
だ
。
田
中
は
自
民
党
全
体
の
総
選
挙

費
用
を
二
回
蛍
か
な
え
る
個
人
資
産
を
持
つ
と
い
わ
れ
る

が
、
田
中
派
は
、
選
挙
と
補
助
金
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
ち
、

資
金
の
手
当
て
と
利
益
の
配
分
が
抜
群
な
派
閥
で
あ
り
、

理
念
や
政
策
を
欠
い
た
利
権
集
団
・
選
挙
対
策
集
団
と
し

て
膨
張
し
て
き
た
り
選
挙
技
術
と
資
金
と
数
の
力
こ
そ
、

今
日
ま
で
続
く
田
中
の
自
民
党
支
配
の
秘
密
で
あ
っ
た
。

自
民
党
大
敗
に
よ
る
政
権
交
替
や
強
力
な
党
内
リ
ー
ダ
ー

が
現
れ
な
い
か
ぎ
り
で
、
自
民
党
Ⅱ
田
中
派
Ⅱ
角
営
内
閣

と
い
う
等
式
が
続
き
、
「
成
長
政
治
」
に
慣
れ
た
中
小
政

治
家
は
自
己
利
益
を
求
め
て
強
き
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
田
中
の
裁
判
対
策
・
司
法
へ
の
牽
制
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
ま
た
支
配
層
の
総
体
に
と
っ
て
、
新
時
代
の

「
行
政
改
革
」
や
「
国
際
国
家
化
Ⅱ
軍
事
化
」
に
田
中
派

議
員
数
は
必
要
だ
が
、
田
中
個
人
は
獅
子
身
中
の
虫
で
も

あ
る
。
「
二
階
堂
擁
立
」
劇
や
「
創
政
会
」
さ
わ
ぎ
の
深

層
に
も
、
・
こ
う
し
た
事
情
は
作
用
し
て
い
る
。

そ
じ
て
、
高
度
成
長
時
代
の
社
会
構
造
変
化
の
所
産
と

し
て
の
国
民
意
識
、
「
生
活
保
守
主
義
」
「
私
生
活
合
理

主
義
」
の
ア
ン
ピ
ベ
ハ
レ
ン
ト
な
性
格
が
、
い
ま
一
つ
注
目

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
狸
そ
れ
ば
画
日
本
の
将
来
に
不
安
は

抱
く
が
蘓
日
本
は
世
界
で
一
番
す
ぐ
れ
た
国
だ
と
思
っ
て

い
る
。
老
後
を
心
配
し
福
祉
切
捨
て
に
不
満
は
あ
る
が
、

高
度
成
長
時
代
に
獲
得
さ
れ
た
生
活
水
準
は
あ
く
ま
で
守

り
た
い
。
核
戦
争
や
徴
兵
制
は
拒
否
す
る
が
、
人
権
抑
圧

の
社
会
主
義
よ
り
も
安
保
体
制
の
方
が
よ
い
。
田
中
型

「
金
権
万
能
」
を
え
げ
つ
な
い
と
思
う
が
、
自
己
の
利
害

に
係
わ
っ
て
は
む
し
ろ
あ
や
か
り
た
い
と
さ
え
思
う
。
政

治
は
政
治
家
の
仕
事
で
あ
り
、
今
の
生
活
が
維
持
で
き
る

の
な
ら
あ
え
て
参
加
す
る
意
味
も
な
い
。
こ
う
し
た
心
性

は
、
高
度
成
長
期
に
農
村
か
ら
で
て
き
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を

持
ち
都
市
に
定
住
し
た
小
営
業
者
・
労
働
者
層
や
、
そ
も

そ
も
「
成
長
政
治
」
し
か
知
ら
な
い
青
年
層
に
、
広
く
見

ら
れ
、
田
中
の
延
命
の
社
会
的
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
層
は
、
革
新
政
党
や
労
働
組
合
が
つ
か
み
き
れ
て
い

‐
豆

‐
“
■

宮

‐
年

ｌ

な
い
だ
け
で
な
く
、
新
保
守
の
大
平
風
「
二
一
世
紀
戦

略
」
や
中
曽
根
風
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
と
い
う
理
念

政
治
に
と
つ
て
も
、
消
極
的
支
持
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に

動
員
困
難
な
、
や
つ
か
い
な
し
ろ
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
ロ
ッ
キ
ー
ド
裁
判
批
判
」
の
一
部
論
壇
で
の
高
調

は
、
そ
の
政
治
的
機
能
に
着
目
す
れ
ば
、
田
中
型
「
金
権

成
長
政
治
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
政
治
的
無
関
心
・
無

気
力
の
風
潮
、
私
生
活
的
・
消
極
的
保
守
感
情
に
迎
合
し

な
が
ら
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
助
長
す
る
こ
と
で
利
権
に
し

が
み
つ
く
「
成
長
政
治
」
Ⅱ
理
念
な
き
政
治
の
遺
産
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
マ
ス
コ
ミ
誘
導
と
情
報
操
作
、
「
嘱
託

尋
問
」
を
問
題
と
し
「
無
罪
推
定
」
な
ど
の
〈
形
式
民
主

ｅ
１
密
鶴
蕊
唾
蕊
鐵
轤
鍔
蕊
蕊
縛
蕊
蕊
灘
篭
議
畷
燕
識
←
、
｝
搾
一
“《
雛
．

．
．
》
『
壁
誌
叩
←
》
‐
割
毎
毛
へ
．
、
犀
酬
￥

主
義
〉
を
駆
使
す
る
手
法
は
、
今
後
の
新
保
守
的
国
民

統
合
の
ス
タ
イ
ル
を
も
予
示
し
て
い
る
。
新
保
守
理
念
政

治
の
方
向
は
、
総
合
安
全
保
障
・
国
際
国
家
化
・
技
術
立

国
・
都
市
再
開
発
等
々
の
基
本
路
線
は
定
ま
っ
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
政
治
過
程
で
の
具
体
的
進
行
は
、
制
度
化
し

た
「
成
長
政
治
」
と
国
民
の
非
国
家
的
生
活
意
識
を
に
ら

み
な
が
ら
の
、
労
働
組
合
懐
柔
・
中
道
と
り
こ
み
．
教
育

改
革
・
地
域
統
合
の
「
中
心
」
安
定
化
と
左
翼
封
じ
込
め

・
政
党
法
・
有
事
立
法
・
憲
法
改
正
と
い
う
「
周
辺
」
抑

圧
・
危
機
管
理
と
の
選
択
的
組
合
わ
せ
と
な
ら
ざ
る
を
え

ず
、
当
面
、
新
都
市
住
民
・
青
年
層
の
組
織
化
を
「
臨
調

行
革
」
「
臨
教
審
」
の
〈
権
威
〉
に
依
拠
し
て
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
。

今
日
、
民
主
主
義
を
守
り
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
勢
力

は
、
「
ロ
ッ
キ
ー
ド
裁
判
」
と
「
裁
判
批
判
」
の
推
移
に

あ
く
ま
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も

に
、
新
た
な
金
権
土
壌
と
し
て
の
政
官
財
本
流
の
新
保
守

統
合
戦
略
の
進
行
と
も
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
い
わ

ば
困
難
な
二
正
面
作
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
ゑ
．
今
日
の
世

界
情
勢
の
も
と
で
の
右
か
ら
の
．
二
世
紀
戦
略
」
は
本

質
的
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
に
対

置
す
る
革
新
の
理
念
と
政
治
ス
タ
イ
ル
が
う
ち
だ
さ
れ
て

い
な
い
の
が
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
今
日
的
問
題
状
況

な
の
で
あ
る
。

（
追
記
）
小
論
脱
稿
後
、
田
中
角
栄
は
、
脳
こ
う
そ

く
で
入
院
し
、
政
界
に
大
き
な
波
紋
を
ま
き
お
こ
し
て
い

る
。
入
院
の
長
期
化
は
、
確
実
に
「
闇
将
軍
」
の
神
通
力

を
減
殺
す
る
が
、
そ
れ
が
直
ち
に
は
「
成
長
政
治
」
か
ら

の
訣
別
と
結
び
つ
か
な
い
点
に
、
保
守
の
権
威
主
義
的
ヘ

ゲ
モ
｜
−
−
の
根
強
さ
が
あ
る
。
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